
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
⒍
賃
貸
経
営
に
も
大
き
な
影
響
が
出

始
め
て
い
ま
す
⒎ 

こ
う
し
た
影
響
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
⒍
乗
り
切
る
た
め
の
支
援
策
が
国
や
自
治
体

か
ら
用
意
さ
れ
⒍
随
時
更
新
さ
れ
て
い
ま
す
⒎ 

今
号
で
は
こ
う
し
た
各
種
支
援
策
を
①
所
有
者
⒍
②
テ
ナ
ン
ト
Ⓝ
法
人
⒍
個
人
事
業

者
Ⓞ
⒍
③
居
住
者
別
で
⒍
支
援
策
を
Ａ
支
給
⒍
Ｂ
貸
付
⒍
Ｃ
減
免
・
猶
予
に
区
分
し
ま
と

め
て
み
ま
し
た
⒎ 

※
５
月
１
日
時
点
の
情
報
で
す
⒎
内
容
の
変
更
⒍
更
新
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す

の
で
⒍
詳
し
く
は
各
省
庁
⒍
金
融
機
関
等
の
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
⒎ 
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※エスプリとは…フランス語で“魂”“機知”を意味する言葉です。

毎月一回の接点に心をこめて、また機知に富んだ情報をお届けし

たいという想いを込めました。 
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賃
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賃
料
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分
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賃
料
の
支
払
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困
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と
な
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た
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に
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の
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払
い
を
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免
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Ⓞ
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付
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ロ
ナ
禍
で
特
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
事
業

者
に
対
し
⒍
事
業
の
継
続
⒍
再
起
の
糧
と
し
て
事

業
全
般
に
使
え
る
給
付
金
が
支
給
⒎
申
請
完
了
後

２
週
間
で
給
付
さ
れ
ま
す
⒎ 

・
中
小
法
人
は
２
０
０
万
円
⒍
個
人
事
業
主
１
０

０
万
円
ま
で
支
給
⒎
但
し
昨
年
一
年
間
の
売
上
減

少
分
が
上
限
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①
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有
者
向
け
支
援
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減
免
・
猶
予
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賃
料
減
免
・
猶
予
の
支
援
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所
有
者
が
テ
ナ
ン
ト
の
賃
料
支
払
い
を
減
免
⒍

猶
予
し
た
場
合
⒍
状
況
に
応
じ
て
次
の
支
援
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が

活
用
で
き
ま
す
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＊
賃
料
を
減
免
ま
た
は
猶
予
し
た
場
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①
国
税
⒍
社
会
保
険
料
の
納
税
猶
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２
０
２
０
年
２
月
以
降
⒍
収
入
が
減
少
Ⓝ
前
年
同

月
比
▲
２
０
％
以
上
Ⓞ
し
た
す
べ
て
の
事
業
者
に

つ
い
て
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無
担
保
か
つ
延
滞
税
な
し
で
一
年
間
納

税
を
猶
予
⒎
こ
の
事
業
者
に
は
賃
料
を
減
免
ま
た

は
猶
予
し
た
所
有
者
も
含
ま
れ
る
見
込
み
で
す
⒎

な
お
⒍
国
税
と
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法
人
税
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費
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⒍
固
定
資

産
税
な
ど
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基
本
的
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す
べ
て
の
税
が
対
象
と
な

り
ま
す
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中
小
事
業
者
が
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す
る
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て
の
設
備
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建
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の
固
都
税
に
つ
い
て
⒍
２
０
２
０
年
２
Ⓨ
１

０
月
の
任
意
の
３
⒱
月
の
売
上
が
⒍
前
年
同
期
比

３
０
％
以
上
減
少
し
た
場
合
は
１
／
２
に
軽
減
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